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研究要旨 

平成 28 年度の診療報酬で改定された項目について、保険薬局の現況と医療側から提供さ

れる検査値の情報収集への取り組みとの関連性について調査した。 

検査結果報告書の提出を患者に依頼している薬局は、依頼していない薬局と比較して重

複投薬・相互作用等防止加算、外来服薬支援料、服薬情報等提供料、かかりつけ薬剤師指

導料の請求件数（処方箋枚数に対する比率）が高く、積極的に患者とのコミュニケーショ

ンを取ることにより、本来薬剤師の果たすべき「質を確保し安心・安全な薬物療法」が提

供されると考えられた。さらに、検査結果報告書の提出を患者に依頼している薬局は、依

頼していない薬局と比較して、総処方箋枚数の平均値が小さいことから、業務にゆとりが

求められることも示唆された。 

患者と相談できる機能を薬局が持つことにより、患者の検査値など、情報の共有化が進

み、さらには薬剤師の専門性を発揮した疑義照会（処方提案）が増えることで、医師との

連携関係が構築され、薬薬連携に基づいた患者参加型の薬物療法が推進される。 
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A. 研究目的 

 わが国では、経済的なインセンティブが

付加され、急速に医薬分業体制が推進され、

現在では 7割程度に至っている。 

地域包括ケアシステムの推進と医療機能

の分化・強化、連携に関する視点から、平

成 28年度の診療報酬改定で「患者本位の医

薬分業の実現に向けて、患者の服薬状況を

一元的・継続的に把握し、それに基づく薬

学的管理・指導が行われるよう「かかりつ

け薬剤師指導料」が新規に評価された。さ

らに、薬局における対人業務の評価の充実

とする「重複投薬・相互作用等防止加算」

が、疑義照会を実施して処方変更となった

場合の評価、「外来服薬支援料」が、患者

若しくはその家族等又は保健医療機関の求

めに応じて実施した場合の評価、そして「服

薬情報等提供料及び長期投薬情報提供料」

が「服薬情報等提供料」への統合など、患

者にとって安心・安全で納得できる効果

的・効率的で質の高い医療を実現するため

の改定が行われた。 

主にこの改定では、薬剤師による薬剤の

効能の効果判定、用量評価、副作用発現の

予知や予防、薬物有害事象の発見や評価な

どによる処方提案など「適切な薬物療法の

支援」が求められている。すなわち、この

診療報酬改定に準拠した業務の実施には、

医療機関から患者の病名や臨床検査値、自

他覚症状などの情報が必要不可欠である。

最近、大学付属病院など、臨床検査値を記

載した処方箋を発行し、保険薬局に情報を

提供している医療機関が現れ始めている。 

こうした背景を踏まえて、平成 28 年度の

厚生労働科学研究の分担研究として、平成

28 年度の診療報酬で改定された項目につ

いて、保険薬局の現況と、医療側から提供

される検査値の査値の情報収集への取り組 

みと、診療報酬の請求との関連性について

調査した。 

 

 

B. 研究方法 

1. アンケート調査実施要項 

ⅰ. 調査協力薬局：先の「検査結果の提供」  

    に関するアンケート調査に参加した保 

    険薬局から、さらに、本調査研究の趣  

    旨を理解し、同意を得た 26施設の保険 

    薬局。 

ⅱ. 調査期間：平成 28年 12 月 1日～平成 

    28 年 12 月 31 日の期間とする。 

ⅲ. 調査用紙の回収：平成 29年 2月 8日ま 

    でに郵送、または、依頼した各病院の 

    薬剤部長に返却。 

 

2. 調査項目 

ⅰ. 調査期間：平成 28 年 12 月 1 日 ～平成 

    28 年 12 月 31 日間の総処方箋枚数 

ⅱ. 調査期間：平成 28年 12 月 1日～平成 

    28 年 12 月 31 日間の「重複投薬・相互 

    作用等防止加算」の総請求件数  

ⅲ. 調査期間：平成 28年 12 月 1日～平成 

    28年 12月 31日間の「外来服薬支援料」 

    の総請求件数 

ⅳ. 調査期間：平成 28年 12 月 1日～平成 

    28年 12月 31日間の服薬情報等提供料 

    の総請求件数 

ⅴ. 調査期間：平成 28年 12 月 1日～平成 

    28 年 12 月 31 日間の「かかりつけ薬剤 

    師指導料」の総請求件数 

ⅵ. 検査結果の報告書の提出を患者に依頼 

    しているか 
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3. 解析方法 

 各保険薬局の総処方箋枚数における各保

険請求件数の割合を算出した。 

 

C. 研究結果 

1. 各保険薬局の調査期間中の総処方箋枚

数 

平成 28年 12月 1日～平成 28年 12月 31

日までの調査期間中の総処方箋枚数は、500

枚から 7,000 枚であった(図-1)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 各保険薬局の調査期間中の総処方箋枚

数における重複投薬・相互作用等防止

加算の請求率の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 各保険薬局の平成 28年 12 月 1 日～平成

28 年 12 月 31 日までの重複投薬・相互作用

等防止加算の請求件数は、1件から 85 件で

あった。総処方箋枚数における請求率は

0.05～3.87%で各保険薬局での差が認めら

れた(図-2)。 

 

 

3. 各保険薬局の調査期間中の総処箋   

   枚数における外来服薬支援料の請求 

   率の比較 

各保険薬局の平成 28 年 12 月 1 日～平成

28年 12月 31日までの外来服薬支援料の請

求件数は、1件から85件であった。しかし、

26 施設中 19 施設では、請求されていなか

った。さらに、各保険薬局での総処方箋枚

数における請求率は 0～0.08%で各保険薬

局での差は認められたものの、僅かであっ

た (図-3)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 各保険薬局の調査期間中の総処方  

   箋枚数における服薬情報等提供料の 

   請求率の比較 

各保険薬局の平成 28 年 12 月 1 日～平成

28年 12月 31日までの服薬情報等提供料の

図-1 各保険薬局の平成 28年 12 月 1日～平成 28 
年 12 月 31 日間の総処方箋枚数の比較 

図-2 各保険薬局の平成 28年 12 月 1日～平成 28 
年 12 月 31 日間の総処方箋枚数における重複投 
薬・相互作用等防止加算の請求率の比較 

図-3 各保険薬局の平成 28年 12 月 1日～平成 28 
年 12月 31日間の総処方箋枚数における外来服薬 
支援料の請求率の比較 
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請求件数は、1件から 20件であった。しか

し、26 施設中 22 施設で請求されていなか

た。さらに、各保険薬局での総処方箋枚数

における請求率の最高が 0.80%であった

(図-4)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 各保険薬局の調査期間中の総処箋 

   枚数におけるかかりつけ薬剤師指導 

   料の請求率の比較 

 各保険薬局の「かかりつけ薬剤師指導料」

の請求件数は、0件から 310 件で、26 施設

中 16施設で請求されていた。さらに、各保

険薬局での総処方箋枚数における請求率は、

0～29.3%と大きな差が認められた(図-5)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 検査結果報告書の提出を患者に依 

   頼頼している施設と依頼していない  

   施設との比較 

検査結果の報告書の提出を患者に依頼し

ている保険薬局は、12施設であった。 

  検査結果の報告書の提出を依頼している

施設 12 施設と、依頼していない施設 13 施

設について、総処方箋枚数の平均値を比較

した結果、図-6に示すように、依頼してい

ない施設は、56%と高い割合から、処方箋枚

数が多いことが分かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 検査結果の報告書の提出を依頼している

施設 12 施設と依頼していない施設 13 施設

について、処方箋枚数に対する重複投薬・

相互作用など防止加算請求率の平均値を比

較した結果、図-7 に示すように、依頼して

いない施設は、35%と低い割合から、重複投

薬・相互作用など防止加算請求実施率が低

いことが分かった(図-7)。 

 

 

 

 

 

図-4 各保険薬局の平成28年12月1日～平成28 
年 12 月 31 日間の総処方箋枚数における服薬情 
報等料の請求率の比較 

図-6 検査結果報告書の提出を患者に依頼してい 
る施設と依頼していない施設との総処方箋枚数 
の平均値の割合の比較 

図-5 各保険薬局の平成28年12月1日～平成28 
年 12 月 31 日間の総処方箋枚数におけるかかり 
つけ薬剤師指導料の請求率の比較 
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 検査結果の報告書の提出を依頼している

施設 12 施設と依頼していない施設 13 施設

について、処方箋枚数に対する外来服薬支

援料請求率の平均値を比較した結果、図-8

に示すように、依頼していない施設は、10%

と低い割合から、外来服薬支援料請求の実

施率が低いことが分かった(図-8)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検査結果の報告書の提出を依頼している

施設 12 施設と、依頼していない施設 13 施

設について、処方箋枚数に対する服薬情報

等提供料の請求率の平均値を比較した結果、

図-9に示すように、依頼していない施設は、

29%と低い割合から、服薬情報等提供料の請

求の実施率が低いことが分かった(図-9)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検査結果の報告書の提出を依頼している

施設 12 施設と、依頼していない施設 13 施

設について、処方箋枚数に対する「かかり

つけ薬剤師指導料」の請求率の平均値を比

較した結果、図-10 に示すように、依頼し

ていない施設は、15%と低い割合から、かか

りつけ薬剤師指導料の請求の実施率が低い

ことが分かった(図-10)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-9 検査結果報告書の提出を患者に依頼してい 
る施設と依頼していない施設との処方箋枚数に対 
する服薬情報等提供料の請求率の平均値の割合の 
比較 

図-7 検査結果報告書の提出を患者に依頼して 
いる施設と依頼していない施設との処方箋枚数 
に対する重複投薬・相互作用など防止加算請求 
率の平均値の割合の比較 

図-8 検査結果報告書の提出を患者に依頼してい 
る施設と依頼していない施設との処方箋枚数に 
対する外来服薬支援料請求率の平均値の割合の 
比較 

図-10 検査結果報告書の提出を患者に依頼してい
る施設と依頼していない施設との処方箋枚数に対
するかかりつけ薬剤師指導料の請求率の平均値の
割合の比較 
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D. 考察 

薬局に来局した患者へのアンケート調査

から、約 6割以上の患者がかかりつけ薬局

をもっていると回答し、年齢が高くなるに

したがって、その割合は増加した。患者が

選択する薬局の基準として、各ニーズから

医療機関からの距離が近い、できる限り早

く薬を交付し待ち時間が短い、が主な理由

と考える。さらに、薬局への検査値の提出

率が 2割に満たなかった(平成 28 年度、厚

生労働科学研究「病院から提供された臨床

検査値に関する患者の意識調査」分担研究

報告書（1）を参照)。また、重複投薬・相

互作用等防止加算、外来服薬支援料、服薬

情報等提供料、かかりつけ薬剤師指導料の

請求率が極端に低く半数以上の薬局が請求

していなかった。 

このことから、本来、服薬情報の一元的

な把握、それに基づく薬学的管理・指導に

より、患者の薬物療法の有効性・安全性を

確保するために薬剤師が果たすべき役割が、

多くの薬局で実行されていないことが示唆

された。しかし、患者は検査値が記載され

た用紙を薬剤師に提示することは、約 9割

の患者で抵抗感が無い、また、6 割以上の

患者は、処方された薬剤の注意すべき副作

用症状や使用上の注意事項などについて薬

剤師に相談したいと回答していた(平成 26

年度 厚生労働科学研究「地域のチーム医

療における薬剤師の本質的な機能を明らか

にする実証研究」報告書)。 

検査結果報告書の提出を患者に依頼して

いる薬局は、依頼していない薬局と比較し

て重複投薬・相互作用等防止加算、外来服

薬支援料、服薬情報等提供料、かかりつけ

薬剤師指導料の請求率が高く、積極的に患

者とのコミュニケーションを取ることによ

り、本来薬剤師の果たすべき「質を確保し

安心・安全な薬物療法」が提供されると考

える。しかし、検査結果報告書の提出を患

者に依頼している薬局は、総処方箋枚数の

平均値が小さいことから、業務にゆとりが

求められることも考えられた。 

 

E. 結語 

患者が気軽に相談できる機能を薬局が持

つことにより、患者の検査値など情報の共

有化が進み、さらに、薬剤師の専門性を発

揮した疑義照会（処方変更提案）が増える

ことで、医師との信頼関係が構築され、病

薬連携に基づいた患者参加型の薬物療法が

推進されることを期待する。 
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